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2007（平成19）年５月25日 法律第五十七号（株式会社日本政策金融公庫法）
改正（国際協力銀行関連〈主要〉）

2007（平成19）年５月30日 法律第六十七号（駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法）�
（株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成十九年法律第五十八号）�
第五十四条において、当該法律を改正し、附則に改正規定を追加）

2010（平成22）年３月31日 法律第十四号（一部改正）
2011（平成23）年５月２日 法律第三十九号（株式会社国際協力銀行法による改正）

44．株式会社日本政策金融公庫法改正の推移（国際協力銀行関連〈主要〉）
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制定・改定
年　月　日 条　文 摘　要

第 一 章 　 総  則
【目　的】

第 一 条 2007. 5.25 　株式会社日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）は、一般の金融機関
が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林
水産業者の資金調達を支援するための金融の機能並びに我が国にとって重
要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国
際競争力の維持及び向上を図るための金融の機能を担うとともに、内外の
金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被
害に対処するために必要な金融を行うほか、当該必要な金融が銀行その他
の金融機関により迅速かつ円滑に行われることを可能とし、もって我が国
及び国際経済社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目
的とする株式会社とする。

2010. 3.31
（2010. 3.31）

　株式会社日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）は、一般の金融機関
が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林
水産業者の資金調達を支援するための金融の機能並びに我が国にとって重
要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争
力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を
目的とする海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、
内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等に
よる被害に対処するために必要な金融を行うほか、当該必要な金融が銀行
その他の金融機関により迅速かつ円滑に行われることを可能とし、もって
我が国及び国際経済社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与するこ
とを目的とする株式会社とする。

┐││││││││││││││││││││┘

一部改正（地球温暖
化の防止等の地球環
境の保全を目的とす
る海外における事業
支援を可能とするもの
〈GREEN〉）

【定　義】
第 二 条 2007. 5.25 　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。
一　�生活衛生関係営業者　前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関
係営業（生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下
同じ。）を営む者であって、生活衛生同業組合その他の政令で定める
ものをいう。

二　�農林漁業者　農業（畜産業及び養蚕業を含む。）、林業、漁業若しく
は塩業（以下「農林漁業」という。）を営む者又はこれらの者の組織
する法人（これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出
資者となっているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で
農林漁業の振興を目的とするものを含む。）をいう。

三　�中小企業者　次のいずれかに該当する者をいう。
イ　資本金の額又は出資の総額が三億円（小売業又はサービス業を
主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事
業とする事業者については一億円）以下の会社並びに常時使用す
る従業員の数が三百人（小売業を主たる事業とする事業者につい
ては五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者に
ついては百人）以下の会社及び個人であって、政令で定める業種に
属する事業（以下「中小企業特定事業」という。）を営むもの（ロ
の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。）
ロ　資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額
以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令
で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種
に属する事業を主たる事業とするもののうち、中小企業特定事業
を営むもの

ハ　中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水
産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費
生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であって、中小企業特
定事業を営むもの又はその構成員の三分の二以上が中小企業特定
事業を営む者であるもの
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制定・改定
年　月　日 条　文 摘　要

ニ　協業組合であって、中小企業特定事業を営むもの
ホ　商工組合及び商工組合連合会であって、中小企業特定事業を営
むもの又はその構成員が中小企業特定事業を営む者であるもの

ヘ　商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、中小企業
特定事業を営むもの又はその構成員の三分の二以上が中小企業特
定事業を営む者であるもの

ト　生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合
連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五
千万円（卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円）
以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は
常時五十人（卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者に
ついては、百人）以下の従業員を使用する者であるもののうち、
中小企業特定事業を営むもの又はその構成員が中小企業特定事業
を営む者であるもの

チ　酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その
直接又は間接の構成員である酒類製造業者の三分の二以上が三億
円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又
は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組
合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は
間接の構成員である酒類販売業者の三分の二以上が五千万円（酒
類卸売業者については、一億円）以下の金額をその資本金の額若
しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（酒類卸売業者につ
いては、百人）以下の従業員を使用する者であるもの

リ　内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は
間接の構成員である内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億
円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又
は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの

四　�特定資金　内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若
しくは感染症等による被害に対処するために必要な資金であって政
令で定めるものをいう。

五　�危機対応業務　特定資金の貸付け、特定資金に係る手形の割引、債
務の保証若しくは手形の引受け、特定資金の調達のために発行され
る社債の応募その他の方法による取得又は特定資金に係る貸付債権
の全部若しくは一部の譲受け（以下「特定資金の貸付け等」という。）
のうち、公庫からの信用の供与（第四十一条第六号に掲げる業務に
該当するものを除く。）を受けて行うものをいう。

【株式の政府保有】
第 三 条 2007. 5.25 　政府は、常時、公庫の発行済株式の総数を保有していなければならない。

【政府の出資】
第 四 条 2007. 5.25 　政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内におい

て、公庫に出資することができる。
２　公庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法（平成
十七年法律第八十六号）第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、
当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないこ
とができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるの
は、「この法律又は株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五
十七号）」とする。

３　公庫は、第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資に
より増加する資本金又は準備金を、第四十一条に定める経理の区分に
従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

【名称の使用制限等】
第 五 条 2007. 5.25 　公庫でない者は、その名称中に日本政策金融公庫という文字を用いては

ならない。� �
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２　公庫は、銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第六条第二項の規定
にかかわらず、第十三条第三項に規定する部門の名称として、国際協
力銀行という名称を用いることができる。

３　公庫でない者は、国際協力銀行という名称を用いてはならない。

第 二 章  役員及び職員
【役員等の選任及び
解任等の決議】

第 六 条 2007. 5.25 　公庫の役員等（取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。）の選任及
び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
２　公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣
の認可を受けなければ、その効力を生じない。

【役員等の欠格条項】
第 七 条 2007. 5.25 　政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）は、公庫の役員等と

なることができない。
【役員等の兼職禁止】

第 八 条 2007. 5.25 　公庫の役員等（非常勤の者を除く。以下この条において同じ。）は、公庫
以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事して
はならない。ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がない
ものと認めて承認したときは、この限りでない。

【役員等、会計参与及び
職員の秘密保持義務】

第 九 条 2007. 5.25 　公庫の役員等、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行
うべき社員）及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又
は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

【役員等、会計参与
及び職員の地位】

第 十 条 2007. 5.25 　公庫の役員等、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行
うべき社員）及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰
則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第 三 章  業 　 務
【業務の範囲】

第 十 一 条 2007. 5.25 　公庫は、その目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
一　�別表第一の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる
資金を貸し付ける業務（同表第十四号の下欄に掲げる資金を貸し付
ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する社
債（社債等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六
十六条第一号に規定する短期社債を除く。第五十三条において同じ。）
を応募その他の方法により取得する業務を含む。以下同じ。）を行う
こと。

二　別表第二に掲げる業務を行うこと。
三　�中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）の規定に
よる保険を行うこと。

四　 別表第三に掲げる業務（我が国にとって重要な資源の海外における
開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及
び向上を図るためのもの並びに国際金融秩序の混乱への対処に係る
ものに限る。）を行うこと。

2010. 3.31
（2010. 3.31）

四　別表第三に掲げる業務（我が国にとって重要な資源の海外における
開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上
を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする
海外における事業を促進するためのもの並びに国際金融秩序の混乱
への対処に係るものに限る。）を行うこと。

┐││││││││┘

一部改正（地球温暖
化の防止等の地球環
境の保全を目的とす
る海外における事業
支援を可能とするもの
〈GREEN〉）
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五　�公庫の行う業務の利用者に対して、その業務に関連する情報の提供
を行うこと。

六　�前各号に掲げる業務（第四号に掲げる業務にあっては、別表第三第
七号に掲げるものを除く。）に附帯する業務を行うこと。

２　公庫は、その目的を達成するため、主務大臣が、一般の金融機関が通常
の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大
臣が指定する者（以下「指定金融機関」という。）が危機対応業務を行う
ことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げる業務を行うものとする。
一　�指定金融機関に対し、特定資金の貸付け等に必要な資金の貸付けを
行うこと。

二　�指定金融機関が行う特定資金の貸付け等に係る債務の全部又は一部
の弁済がなされないこととなった場合において、その債権者である
指定金融機関に対してその弁済がなされないこととなった額の一部
の補てんを行うこと。

三　�前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
３　公庫は、前二項に規定する業務のほか、その目的を達成するため、指
定金融機関が行った特定資金の貸付け等であって前項第一号又は第二
号に掲げる業務に係るものについて、当該指定金融機関に対し利子補
給金を支給する業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。

【国内金融業務の方法】
第 十 二 条 2007. 5.25 　公庫は、業務開始の際、前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務

及び同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を
行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務（以
下「国内金融業務」という。）の方法を定め、主務大臣の認可を受けなけれ
ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
２　前項の国内金融業務の方法で定めるべき事項は、次項及び第四項の規定
に従い公庫が定める貸付けの利率、償還期限（据置期間を含めるものと
する。以下同じ。）及び据置期間のほか、主務省令で定める事項とする。

３　別表第一第八号（同号の下欄のイ、ニ、チからヲまで、カからタまで
及びツからナまでに係る部分に限る。）及び第九号から第十三号までの
下欄に掲げる資金（同表第八号の下欄のイ、ニ、チ、ヨ、ネ及びナに
掲げる資金については、別表第五の貸付金の種類の欄に掲げる資金を
除く。）の貸付けの利率、償還期限及び据置期間は、別表第四の範囲内
でなければならない。

４　林業の構造改善の計画的推進を図り、又は農業経営の改善、林業経営
の改善、漁業経営の改善若しくは漁業の整備若しくは振興山村若しく
は過疎地域における農林漁業の振興を促進するために必要なものとし
て別表第五の貸付金の種類の欄に掲げる資金については、その貸付け
の利率はそれぞれ同表に掲げる利率によるものとし、その償還期限及
び据置期間はそれぞれ同表に掲げる償還期限及び据置期間の範囲内で
なければならない。

【国際協力銀行業務の
方法】

第 十 三 条 2007. 5.25 　第十一条第一項第四号の規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、
公社債等（別表第三の注⑶に規定する公社債等をいう。以下この項、第三
十一条第三項、第五十条第六項及び第七十三条第五号において同じ。）の取
得、債務の保証等（同表の注⑵に規定する債務の保証等をいう。第五十条
第六項及び第七十三条第五号において同じ。）又は出資は、当該貸付けに係
る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る公社債
等の償還、当該債務の保証等に係る債務の履行又は当該出資に係る事業か
らの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合に
限り、行うことができる。
２　別表第三第一号から第六号までに掲げる業務に係る貸付金の利率、譲
り受ける貸付債権の利回りその他の条件は、第四十一条第六号に掲げる
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� 業務に係る勘定における収入がその支出を償うに足るように、銀行等
（銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十
七号）に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関をいう。）
の取引の通常の条件又は金融市場の動向を勘案して定めるものとする。

３　公庫は、第十一条第一項第四号の規定による業務及び同項第五号の規
定による当該業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項
第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務を行う専任の部門を
置かなければならない。

【業務の委託】
第 十 四 条 2007. 5.25 　公庫は、その業務（第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十五

号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第三号に掲げる業務を除
く。）の一部を他の者（主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める
法人（以下「受託法人」という。）に限る。）に委託することができる。
２　受託法人（主務省令で定める法人を除く。）は、他の法律の規定にかか
わらず、公庫が前項の規定により委託した業務を受託することができる。

３　第一項の規定により業務の委託を受けた受託法人の役員又は職員であ
って、当該委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用につい
ては、法令により公務に従事する職員とみなす。

４　公庫は、第一項の規定にかかわらず、沖縄振興開発金融公庫に対し、
第十一条第一項第二号の規定による別表第二第一号から第五号までに
掲げる業務及び同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
の一部を委託することができる。

【危機対応円滑化業務
実施方針】

第 十 五 条 2007. 5.25 　公庫は、主務省令で定めるところにより、第十一条第二項及び第三項に
規定する業務（以下「危機対応円滑化業務」という。）の方法及び条件その
他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針（以下「危
機対応円滑化業務実施方針」という。）を定めなければならない。
２　公庫は、危機対応円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務
大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。

３　公庫は、前項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、
危機対応円滑化業務実施方針を公表しなければならない。

【指定】
第 十 六 条 2007. 5.25 　第十一条第二項の規定による指定（以下この条、次条第一項、第十八条、

第二十五条第三項、第二十六条及び第二十七条において「指定」という。）
は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。
２　指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、危機対応
円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程（以下「業
務規程」という。）を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提
出しなければならない。

３　業務規程には、危機対応業務の実施体制及び実施方法並びに特定資金の
貸付け等のために必要な危機対応円滑化業務による信用の供与の内容に
関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

４　次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一　�この法律、銀行法その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基
づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

二　�第二十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日
から五年を経過しない者

三　�法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当
する者がある者
イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
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ロ　指定金融機関が第二十六条第一項の規定により指定を取り消さ
れた場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所
の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で
当該指定の取消しの日から五年を経過しないもの

５　主務大臣は、第一項の申請が次の各号に適合していると認めるときで
なければ、その指定をしてはならない。

一　銀行その他の政令で定める金融機関であること。
二　�業務規程が法令及び危機対応円滑化業務実施方針に適合し、かつ、危
機対応業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。

三　�人的構成に照らして、危機対応業務を適正かつ確実に遂行すること
ができる知識及び経験を有していること。

【指定の公示】
第 十 七 条 2007. 5.25 　主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及

び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければ
ならない。
２　指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は危機対応業務を行
う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらか
じめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

３　主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で
公示しなければならない。

【指定の更新】
第 十 八 条 2007. 5.25 　指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を

受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
２　第十六条の規定は、指定の更新について準用する。
３　主務大臣は、第一項の規定により指定が効力を失ったときは、その旨
を官報で公示しなければならない。

【承継】
第 十 九 条 2007. 5.25 　指定金融機関が危機対応業務に係る事業の譲渡をする場合において、譲

渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、
譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。
２　指定金融機関である法人の合併の場合（指定金融機関である法人と指
定金融機関でない法人が合併して指定金融機関である法人が存続する
場合を除く。）又は分割の場合（危機対応業務に係る事業を承継させる
場合に限る。）において、当該合併又は分割について主務大臣の認可を
受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法
人又は分割により当該業務に係る事業を承継した法人は、指定金融機
関の地位を承継する。

３　第十六条及び第十七条第一項の規定は、前二項の認可について準用する。
【業務規程の変更の

認可等】
第 二 十 条 2007. 5.25 　指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可

を受けなければならない。
２　主務大臣は、指定金融機関の業務規程が危機対応業務の適正かつ確実
な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべき
ことを命ずることができる。

【協定】
第 二 十 一 条 2007. 5.25 　公庫は、危機対応円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事

項をその内容に含む協定（以下この条、附則第二十八条、第四十五条及び
第四十六条において「協定」という。）を締結し、これに従いその業務を行
うものとする。
一　�指定金融機関は、次条第一項の規定による主務大臣の定めに従って
危機対応業務を行うこと。
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二　�第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引（次号において「特
定取引」という。）が行われる場合において、指定金融機関は、主務
大臣が定めるところにより金銭を支払い、これに対して、公庫は、
指定金融機関の危機対応業務に係る債務の弁済がなされないことと
なった場合において、その弁済がなされないこととなった額に主務
大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払うこと。

三　�指定金融機関は、公庫と特定取引を行う場合において、公庫から当
該特定取引に係る金銭の支払を受けた後も、当該支払に係る債権の
回収に努めること。

四　�指定金融機関は、前号の規定により回収を行ったときは、当該回収
により取得した資産に相当する額に係る部分の額として主務大臣が
定めるところにより計算した金額を公庫に納付すること。

五　�指定金融機関は、定期又は臨時に、その財務状況及び危機対応業務
の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。

六　�前各号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う危機対応業務及び
公庫が行う危機対応円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で
定める事項

２　公庫は、協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなけ
ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

【危機対応円滑化業務
の実施】

第 二 十 二 条 2007. 5.25 　主務大臣は、第十一条第二項の規定による認定を行うときは、当該認定
の対象となるべき指定金融機関の危機対応業務及び公庫の危機対応円滑化
業務について、対象とすべき事案、実施期間その他これらの業務の実施に
関して必要な事項として主務省令で定める事項を定めなければならない。
２　公庫は、前項の規定による主務大臣の定めに従って危機対応円滑化業
務を行わなければならない。

３　主務大臣は、第十一条第二項の規定による認定を行ったときは、その
旨及び第一項の規定による定めの内容を指定金融機関及び公庫に通知
するとともに、官報で公示しなければならない。

【帳簿の記載】
第 二 十 三 条 2007. 5.25 　指定金融機関は、危機対応業務について、主務省令で定めるところによ

り、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければ
ならない。

【監督命令】
第 二 十 四 条 2007. 5.25 　主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金

融機関に対し、危機対応業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
【業務の休廃止】

第 二 十 五 条 2007. 5.25 　指定金融機関は、危機対応業務の全部若しくは一部を廃止しようとする
とき、又は危機対応業務を開始した場合において、当該危機対応業務の全
部若しくは一部を休止しようとするときは、主務省令で定めるところによ
り、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
２　主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で
公示しなければならない。

３　指定金融機関が危機対応業務の全部を廃止したときは、当該指定金融
機関の指定は、その効力を失う。

【指定の取消し等】
第 二 十 六 条 2007. 5.25 　主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の指定を取り消し、又は期間を定めて危機対応業務の全部若しくは一部の
停止を命ずることができる。
一　�第十六条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二　�指定の時点において第十六条第五項各号のいずれかに該当していな
かったことが判明したとき。
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三　�不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
四　�この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に
違反したとき。

２　主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は危機対応業務の
全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなけ
ればならない。

【指定の取消し等に
伴う業務の結了】
第 二 十 七 条 2007. 5.25 　指定金融機関について、第十八条第一項及び第二十五条第三項の規定に

より指定が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により指定が取り消
されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該
指定金融機関が行った危機対応業務の契約に基づく取引を結了する目的の
範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

第 四 章  
財 務 及 び 会 計
【事業年度】

第 二 十 八 条 2007. 5.25 　公庫の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる
ものとする。

【予算の作成及び提出】
第 二 十 九 条 2007. 5.25 　公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを

財務大臣に提出しなければならない。
２　前項の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一　当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
二　前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三　前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四　その他当該予算の参考となる書類

３　前項第一号の事業計画及び資金計画においては、別表第一第一号及び
第二号の下欄に掲げる資金ごとの貸付予定額並びに同表第三号から第
七号までの下欄に掲げる資金の貸付予定額の合計額が明らかになるよ
うにしなければならない。

４　第一項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

第 三 十 条 2007. 5.25 　財務大臣は、前条第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これ
を検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
２　内閣は、前条第一項の予算について、前項の規定による閣議の決定が
あったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければな
らない。

３　前項の規定により国会に提出する予算には、前条第二項各号に掲げる
書類を添付しなければならない。

【予算の形式及び内容】
第 三 十 一 条 2007. 5.25 　公庫の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

２　前項の予算総則においては、次の事項を定めるものとする。
一　�次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額
イ　第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号から第七号
までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二
号の規定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務（同号に
掲げる業務にあっては、別表第一第一号から第七号までの下欄に
掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第一号に掲げる業務と密
接な関連を有するものに限る。）並びに同項第五号の規定によるこ
れらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第
六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
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ロ　第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号から第十三
号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第
二号の規定による別表第二第二号及び第九号に掲げる業務（同号
に掲げる業務にあっては、別表第一第八号から第十三号までの下
欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第二号に掲げる業務
と密接な関連を有するものに限る。）並びに同項第五号の規定によ
るこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同
項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務

ハ　第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十四号の中欄に
掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第二号の規定による
別表第二第三号から第九号までに掲げる業務（同号に掲げる業務
にあっては、別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業
務又は別表第二第三号から第八号までに掲げる業務と密接な関連
を有するものに限る。）並びに同項第五号の規定によるこれらの業
務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規
定によるこれらの業務に附帯する業務

ニ　危機対応円滑化業務
二　�前号イからニまでに掲げる業務ごとの社債の発行（外国を発行地と
する社債を失った者からの請求によりその者に交付するためにする
社債の発行を除く。）の限度額

三　�第一号イからハまでに掲げる業務ごとの第五十三条第一号の規定に
よる受益権の譲渡及び同条第二号の規定による貸付債権等の譲渡に
より調達する資金の限度額

四　�次のイからホまでに掲げる業務ごとのそれぞれイからホまでに定め
る金額
イ　第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十五号の中欄に
掲げる者に対して行う貸付け　貸付金の限度額

ロ　第十一条第一項第二号の規定による別表第二第一号、第二号及
び第五号に掲げる業務として行う取引　これらの号に掲げる業務
ごとの当該取引において公庫が支払うことを約する金銭の額の限
度額

ハ　第十一条第一項第二号の規定による別表第二第四号及び第六号
に掲げる業務として行う保証　保証金額の限度額

ニ　第十一条第一項第三号の規定による保険　保険価額の限度額
ホ　第十一条第二項第二号の規定による指定金融機関に対する補て
ん　補てんの額の限度額

五　�前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項
３　第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子、公社債等の利
子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入、
収入保険料、回収金（第十一条第一項第三号に掲げる業務に係るもの
に限る。）及び附属雑収入とし、支出は、借入金の利子、社債の利子、
支払保険金、補てんに係る支払金、利子補給金、事務取扱費、業務委
託費及び附属諸費とする。

４　第一項の収入支出予算は、第二項第一号イからハまで及び第四十一条
第五号から第七号までに掲げる業務ごとに区分する。

５　前各項に規定するものを除くほか、公庫の予算の形式及び内容は、財
務大臣が主務大臣と協議して定める。

【予備費】
第 三 十 二 条 2007. 5.25 　公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計

上することができる。

【予算の議決】
第 三 十 三 条 2007. 5.25 　公庫の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
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【予算の通知】
第 三 十 四 条 2007. 5.25 　内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところ

に従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知するものとする。
２　公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行す
ることができない。

３　財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、その旨を会計
検査院に通知しなければならない。

【補正予算】

第 三 十 五 条 2007. 5.25 　公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要が
ある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した
第二十九条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類（前年度の予定
損益計算書及び予定貸借対照表を除く。）を添え、主務大臣を経由して財務
大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予
算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成する
ことができる。
２　第二十九条第四項、第三十条、第三十一条、第三十三条及び前条の規
定は、前項の規定による補正予算について準用する。

【暫定予算】

第 三 十 六 条 2007. 5.25 　公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を
作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参
考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出す
ることができる。
２　第二十九条第四項、第三十条、第三十一条、第三十三条及び第三十四
条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。

３　暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、
暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基
づいてしたものとみなす。

【予算の目的外使用の
禁止】

第 三 十 七 条 2007. 5.25 　公庫は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用して
はならない。

【流用】
第 三 十 八 条 2007. 5.25 　公庫は、予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受け

なければ、流用することができない。
２　公庫は、前項の規定により流用の承認を受けようとするときは、主務
大臣を経由してしなければならない。

３　財務大臣は、第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院
に通知しなければならない。

【予備費の使用】
第 三 十 九 条 2007. 5.25 　公庫は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して

財務大臣に通知しなければならない。
２　財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を
会計検査院に通知しなければならない。

【財務諸表の提出】
第 四 十 条 2007. 5.25 　公庫は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。

２　公庫は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、
損益計算書、財産目録（以下「貸借対照表等」という。）及び事業報告
書（これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方
式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものとして財務大臣が定めるものをいう。第四十四条第一項におい
て同じ。）を含む。）を主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければ
ならない。
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【区分経理】
第 四 十 一 条 2007. 5.25 　公庫は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整

理しなければならない。
一　�第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号から第七号まで
の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規
定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務（同号に掲げる業
務にあっては、別表第一第一号から第七号までの下欄に掲げる資金
の貸付けの業務又は別表第二第一号に掲げる業務と密接な関連を有
するものに限る。）並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利
用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定による
これらの業務に附帯する業務

二　�第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号から第十三号ま
での中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の
規定による別表第二第二号及び第九号に掲げる業務（同号に掲げる
業務にあっては、別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる
資金の貸付けの業務又は別表第二第二号に掲げる業務と密接な関連
を有するものに限る。）並びに同項第五号の規定によるこれらの業務
の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定に
よるこれらの業務に附帯する業務

三　�第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十四号の中欄に掲げ
る者に対して貸付けを行う業務、同項第二号の規定による別表第二
第四号、第六号及び第九号に掲げる業務（同号に掲げる業務にあっ
ては、別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別
表第二第四号若しくは第六号に掲げる業務と密接な関連を有するも
のに限る。）並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に
対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれら
の業務に附帯する業務

四　�第十一条第一項第二号の規定による別表第二第三号、第五号及び第
七号から第九号までに掲げる業務（同号に掲げる業務にあっては、
同表第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる業務と密接な関連
を有するものに限る。）並びに同項第五号の規定によるこれらの業務
の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定に
よるこれらの業務に附帯する業務

五　�第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十五号の中欄に掲げ
る者に対して貸付けを行う業務及び同項第三号に掲げる業務並びに
同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供
を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する
業務（以下「信用保険等業務」という。）

六　�第十一条第一項第四号に掲げる業務及び同項第五号の規定による当
該業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の
規定によるこれらの業務に附帯する業務

七　危機対応円滑化業務
【区分経理に係る
会社法の準用等】

第 四 十 二 条 2007. 5.25 　会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十
六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四
百四十七条の規定は、前条の規定により公庫が区分して行う経理について準
用する。この場合において、同法第二百九十五条第二項中「この法律」と
あるのは「この法律又は株式会社日本政策金融公庫法」と、同法第四百四
十六条中「株式会社の剰余金の額」とあるのは「株式会社日本政策金融公
庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する剰余金の額」と、「の
合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額」とあるのは「であ
って当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第
七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの
合計額（同条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する剰余金にあっては、
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第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上
されるものの合計額及び最終事業年度の末日における同法第四十二条第四
項に規定する勘定に属する経営改善資金特別準備金の額を合計して得た
額）」と、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは
「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属
する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の
規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは
「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に株式会社
日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する資本
金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属
する資本金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令
で定める。

２　会社法第四百四十八条、第四百四十九条並びに第八百二十八条第一項
（第五号に係る部分に限る。）及び第二項（第五号に係る部分に限る。）
の規定は、第四十七条第一項の規定による準備金の積立て及び同条第
二項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、前条の規定によ
り公庫が区分して行う経理について準用する。この場合において、同
法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「株式会
社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属す
る準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条
の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあ
るのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは
「に株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘
定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により
設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要
な技術的読替えは、政令で定める。

３　公庫が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、
又は減少したときの公庫の資本金の額は当該増加し、又は減少した後
の公庫のすべての勘定に属する資本金の額の合計額とし、公庫が同条
の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少
したときの公庫の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の公庫の
すべての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、
会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条
第一項（第五号に係る部分に限る。）及び第二項（第五号に係る部分に
限る。）の規定は、適用しない。

４　公庫が前条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する経営改善資金特別
準備金（附則第六条第一項の規定により同号に掲げる業務に係る勘定
に設ける経営改善資金特別準備金をいう。次条第一項、第二項及び第
五項並びに第四十七条第六項において同じ。）の額を増加し、又は減少
したときの公庫の経営改善資金特別準備金（附則第六条第二項に規定
する公庫の経営改善資金特別準備金をいう。）の額は、当該増加し、又
は減少した後の当該勘定に属する経営改善資金特別準備金の額とする。

５　公庫についての会社法第四百四十六条の規定の適用については、同条
中「第五号から第七号までに掲げる額の合計額」とあるのは、「第五号
から第七号までに掲げる額の合計額及び最終事業年度の末日における
株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）第四十二
条第四項に規定する公庫の経営改善資金特別準備金の額を合計して得
た額」とする。

【経営改善資金特別
準備金の額の減少】

第 四 十 三 条 2007. 5.25 　公庫は、第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する準備金（経
営改善資金特別準備金を除く。）の額が零となったときは、経営改善資金特
別準備金の額を減少することができる。この場合においては、定時株主総
会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一　減少する経営改善資金特別準備金の額
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二　経営改善資金特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
２　前項第一号の額は、同項第二号の日における経営改善資金特別準備金
の額を超えてはならない。

３　第一項の定時株主総会の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、そ
の効力を生じない。

４　主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじ
め、経済産業大臣の同意を得なければならない。

５　会社法第四百四十九条（第六項第一号を除く。）の規定は、第一項の規
定により行う経営改善資金特別準備金の額の減少について準用する。
この場合において、同条第一項中「資本金又は準備金（以下この条に
おいて「資本金等」という。）」とあるのは「経営改善資金特別準備金
（株式会社日本政策金融公庫法第四十二条第四項に規定する勘定に属す
る経営改善資金特別準備金をいう。以下この条において同じ。）」と、
「減少する場合（減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除
く。）」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等」とあるのは「経営
改善資金特別準備金」と、「準備金の額のみ」とあるのは「同法第四十
三条第一項の規定により経営改善資金特別準備金の額」と、「前条第一
項各号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項
各号」と、「前条第一項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公
庫法第四十三条第一項第一号」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」
と、同条第二項、第四項及び第五項中「当該資本金等」とあるのは「株
式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項の規定による経営改善資
金特別準備金」と、同条第六項中「準備金」とあるのは「株式会社日
本政策金融公庫法第四十三条第一項の規定による経営改善資金特別準
備金」と、「前条第一項第三号の日」とあるのは「同項第二号の日」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【決算報告書の作成
及び提出】

第 四 十 四 条 2007. 5.25 　公庫は、第四十条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、予
算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書（当該決算報告書に記載すべき
事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条から第四十六条までにおい
て同じ。）を作成し、当該決算報告書に関する監査役又は監査委員会の意見
を付し、当該提出をした貸借対照表等を添え、遅滞なく主務大臣を経由し
て財務大臣に提出しなければならない。
２　財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、こ
れに同項の貸借対照表等を添え、内閣に送付しなければならない。

３　公庫は、第一項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報
告書及び監査役又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支
店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければ
ならない。

４　決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。
【決算報告書の会計
検査院への送付】

第 四 十 五 条 2007. 5.25 　内閣は、前条第二項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたとき
は、同条第一項の貸借対照表等を添え、翌年度の十一月三十日までに、会
計検査院に送付しなければならない。

【決算報告書の国会
への提出】

第 四 十 六 条 2007. 5.25 　内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第四十四条第一項
の貸借対照表等を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければ
ならない。

【国庫納付金】
第 四 十 七 条 2007. 5.25 　公庫は、第四十一条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、

毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該
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剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定
める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該
事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。
２　公庫は、前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において
計上した剰余金の額が零を下回るときは、同項の準備金を当該剰余金
の額が零となるまで取り崩して整理しなければならない。

３　信用保険等業務に係る勘定に属する剰余金の額が零を下回る場合にお
いて第四条第三項及び附則第五条第一項の規定により整理した当該勘
定に属する資本金又は準備金の額を減少することにより公庫が行う当
該剰余金の処理の方法は、政令で定める。

４　第一項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他
国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

５　第一項の準備金は、第四十一条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整
理しなければならない。

６　公庫は、第四十三条第一項の規定により経営改善資金特別準備金の額
を減少した日の属する事業年度以後の各事業年度において、第四十一
条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する利益の額として主務省令で
定める方法により算定される額が生じた場合には、その額に相当する
額をもって、経営改善資金特別準備金の額を附則第六条第一項の規定
により経営改善資金特別準備金に充てることとした額に達するまで増
加しなければならない。

７　公庫は、第一項、第二項及び前項の規定による場合を除き、その剰余
金の配当その他の剰余金の処分及び第四十一条各号に掲げる業務に係
るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分を行っ
てはならない。

【政府の貸付け】
第 四 十 八 条 2007. 5.25 　政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。

２　政府は、前項の規定による資金の貸付けのうち、公庫が国内金融業務
及び危機対応円滑化業務を行うために必要な資金の財源に充てるもの
を行う場合にあっては、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有
利な条件を付することができる。

【国内金融業務等の
借入金及び社債】

第 四 十 九 条 2007. 5.25 　公庫が国内金融業務（信用保険等業務を除く。第五項において同じ。）及
び危機対応円滑化業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う
資金の借入れは、特定短期借入金の借入れ又は前条第一項の規定による資
金の貸付けに係る借入れに限るものとする。
２　前項に規定する「特定短期借入金」とは、公庫が第三十一条第二項第
一号イからニまでに掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充て
るため、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額
の範囲内で銀行その他の主務省令で定める金融機関から行う短期借入
金をいう。

一　第三十一条第二項第一号の規定により定められた同号イからニまで
に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額及び同項第二号の規
定により定められた同項第一号イからニまでに掲げる業務ごとの社
債の発行の限度額の合計額に相当する金額

二　第三十一条第二項第一号イからニまでに掲げる業務を行うために必
要な資金の財源に充てるために既に借り入れている借入金の借入れ
の額及び既に発行している社債の額の合計額に相当する金額

３　公庫が信用保険等業務を行うために必要な資金の財源に充てるために
行う資金の借入れは、信用保険等業務に係る勘定に属する資本金及び
準備金の額の合計額の範囲内で銀行その他の主務省令で定める金融機
関から行う短期借入金の借入れに限るものとする。



資料編270

制定・改定
年　月　日 条　文 摘　要

４　公庫は、信用保険等業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、
社債を発行してはならない。

５　公庫は、国内金融業務及び危機対応円滑化業務を行うために必要な資
金の財源に充てるため、第一項に規定する政府の資金の貸付けに係る
借入れを行おうとし、又は社債を発行しようとするときは、主務大臣
の認可を受けなければならない。

【国際協力銀行業務の
借入金及び社債】

第 五 十 条 2007. 5.25 　公庫が第四十一条第六号に掲げる業務を行うために必要な資金の財源に
充てるために行う資金の借入れは、銀行その他の金融機関から行う短期借
入金の借入れ又は第四十八条第一項の規定による政府の資金の貸付けに係
る借入れに限るものとする。
２　公庫は、毎事業年度、政令で定めるところにより、第四十一条第六号
に掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う社債
の発行に係る基本方針を作成し、主務大臣の認可を受けなければなら
ない。これを変更しようとするときも、同様とする。

３　公庫は、前項に規定する社債を発行したときは、政令で定めるところ
により、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

４　第一項に規定する短期借入金及び政府の資金の貸付けに係る借入金の
現在額並びに第二項に規定する社債の元本に係る債務の現在額の合計
額は、第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金及び
準備金の額の合計額の十倍に相当する額（次項及び第六項において「限
度額」という。）を超えることとなってはならない。

５　前項の規定にかかわらず、第二項に規定する社債について、その発行
済みのものの借換えのため必要があるときは、当該借換えを行うため
に必要な期間内に限り、限度額を超えて社債を発行することができる。

６　第十一条第一項第四号の規定による資金の貸付けの現在額、譲受けに
係る債権及び公社債等の取得の現在額、債務の保証等に係る債務の現
在額並びに出資の現在額の合計額は、第四十一条第六号に掲げる業務
に係る勘定に属する資本金及び準備金の額の合計額並びに限度額の合
計額を超えることとなってはならない。

【借入れ又は社債の発行
に係る資金の整理、借換え
及び社債券の喪失】

第 五 十 一 条 2007. 5.25 　公庫が前二条の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した
資金は、第四十一条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に
係る勘定ごとに整理しなければならない。
２　第四十九条第二項に規定する特定短期借入金並びに同条第三項及び前
条第一項に規定する短期借入金については、これらの借入れをした事
業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還
することができないときは、その償還することができない金額に限り、
主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

３　前項ただし書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しな
ければならない。

４　第四十九条第五項及び前条第三項の規定は、公庫が、社債券を失った
者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該
社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用
しない。

【一般担保】
第 五 十 二 条 2007. 5.25 　公庫の社債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立って自己の債

権の弁済を受ける権利を有する。
２　前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規
定による一般の先取特権に次ぐものとする。
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【資金の調達のための
貸付債権及び社債の
信託及び譲渡】
第 五 十 三 条 2007. 5.25 　公庫は、第十一条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号に掲げる業

務並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提
供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
を行うために必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をする場合
には、主務大臣の認可を受けなければならない。
一　貸付債権及び社債（第十一条第一項第二号の規定による別表第二第
三号に掲げる業務として譲り受けた特定中小企業貸付債権（同表の
注⑻に規定する特定中小企業貸付債権をいう。第六十三条第六項各
号において同じ。）及び取得した特定中小企業社債（同表の注⑼に規
定する特定中小企業社債をいう。第六十三条第五項において同じ。）
を含む。次号及び次条第一項において「貸付債権等」という。）の一
部について特定信託（同表の注⑿に規定する特定信託をいう。第六
十三条第六項第一号において同じ。）をし、当該特定信託の受益権の
全部又は一部を譲渡すること。

二　貸付債権等の一部を特定目的会社等（別表第二の注⑽に規定する特
定目的会社等をいう。）に譲渡すること。

三　前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
【信託の受託者等から

の業務の受託】
第 五 十 四 条 2007. 5.25 　公庫は、前条の規定による認可を受けて貸付債権等について信託法（平

成十八年法律第百八号）第三条第一号に掲げる方法による信託（信託会社
等（別表第二の注⑾に規定する信託会社等をいう。）との間で同号に規定す
る信託契約を締結する方法によるものに限る。）をし、又は譲渡するときは、
当該信託の受託者又は当該貸付債権等の譲受人から当該貸付債権等に係る
元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
２　公庫は、次に掲げる者に対し、前項の規定により受託した業務の一部
を委託することができる。

一　受託法人
二　沖縄振興開発金融公庫

３　第十四条第二項及び第三項の規定は、公庫が前項の規定により受託した
業務の一部を同項第一号に掲げる者に委託する場合について準用する。

【政府保証】
第 五 十 五 条 2007. 5.25 　政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一

年法律第二十四号）第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額
の範囲内において、公庫の社債に係る債務（国際復興開発銀行等からの外
資の受入に関する特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第五十一号。
以下「外資受入法」という。）第二条第二項の規定に基づき政府が保証契約
をすることができる債務を除く。）について、保証契約をすることができる。
２　前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨
をもって表示する社債に係る債務についての金額は、外資受入法第二
条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが
困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。

３　政府は、第一項の規定によるほか、公庫が社債券又はその利札を失っ
た者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は
利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

【余裕金の運用】
第 五 十 六 条 2007. 5.25 　公庫は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用しては

ならない。
一　国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払につい
て政府が保証する債券をいう。）その他主務大臣の指定する有価証券
の取得
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二　財政融資資金への預託
三　銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
四　譲渡性預金証書の保有
五　信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融
機関をいう。）への金銭信託

六　コール資金の貸付け
七　前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法

【主務省令への委任】
第 五 十 七 条 2007. 5.25 　この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、公庫の財務

及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第 五 章  雑 　 則

【監督】
第 五 十 八 条 2007. 5.25 　公庫は、主務大臣がこの法律又は中小企業信用保険法の定めるところに

従い監督する。
２　主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反
し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中
小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に
対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

【報告及び検査】
第 五 十 九 条 2007. 5.25 　主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があ

ると認めるときは、公庫若しくは受託法人（第十四条第四項又は第五十四
条第二項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第七十一
条において同じ。）に対して報告をさせ、又はその職員に、公庫若しくは受
託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を
検査させることができる。ただし、受託法人に対しては、その委託を受け
た業務の範囲内に限る。
２　主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指
定金融機関に対し、危機対応業務に関し報告をさせ、又はその職員に、
指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他
必要な物件を検査させることができる。

３　前二項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す
証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

４　第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために
認められたものと解してはならない。

【権限の委任】
第 六 十 条 2007. 5.25 　主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定

による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
２　内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、前条第一項又は第
二項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果につい
て主務大臣に報告するものとする。

３　内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定
による権限を金融庁長官に委任する。

４　金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任さ
れた権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することが
できる。

５　この法律に規定する主務大臣の権限�（第一項の規定により内閣総理大
臣に委任されたものを除く。）は、政令で定めるところにより、その一
部を地方支分部局の長に委任することができる。
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【定款】
第 六 十 一 条 2007. 5.25 　公庫の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、代表取締

役又は代表執行役のうち経営責任を担うべき者の選任の手続及び要件に関
する事項を記載し、又は記録しなければならない。
２　前項の経営責任を担うべき者の選任の要件に関する事項については、
次に掲げる要件を満たすものでなければならない旨を定めなければな
らない。

一　第一条に規定する目的及び第十一条に規定する業務に照らし必要と
認められる識見及び能力を有する者が選任されること。

二　特定の公務の経歴を有する者が固定的に選任されることがないよう
十分に配慮すること。

３　公庫の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効
力を生じない。

【合併、会社分割、
株式交換、事業の譲渡
及び譲受け並びに解散】

第 六 十 二 条 2007. 5.25 　公庫を当事者とする合併、会社分割、株式交換、事業の全部又は一部の
譲渡及び譲受け並びに公庫の解散については、会社法第二編第七章及び第
八章並びに第五編第二章、第三章及び第四章第一節の規定にかかわらず、
別に法律で定める。

【金融商品取引法等の
適用除外等】

第 六 十 三 条 2007. 5.25 　公庫が、第十一条第一項若しくは第二項又は第五十三条の規定により、
金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第八項各号に掲げ
る行為を行う場合には、同法第二十九条の規定は、適用しない。
２　前項に規定する場合においては、公庫を金融商品取引法第二条第九項
に規定する金融商品取引業者とみなして、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。

一　第四十一条第六号に掲げる業務を行う場合　金融商品取引法第三章
第一節第五款及び第二節（第三十五条、第三十五条の二、第三十六
条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号及び第三
十七条の三第一項第二号を除く。）の規定（これらの規定に係る罰則
を含む。）

二　第十一条第一項に規定する業務及び第五十三条各号に掲げる行為を
行う場合（前号に掲げる場合に該当するものを除く。）　金融商品取
引法第三章第一節第五款並びに第二節第一款（第三十五条、第三十
五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第
一項第二号、第三十七条の三第一項第二号及び第三十八条の二を除
く。）、第五款及び第六款の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）

３　公庫が、第十一条第一項の規定により、金融商品取引法第六十三条第
一項各号に掲げる行為を行う場合には、同条第二項の規定は、適用し
ない。

４　前項に規定する場合においては、公庫を金融商品取引法第二条第九項
に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三十八条（第一号に
係る部分に限る。）及び第三十九条の規定（これらの規定に係る罰則を
含む。）を適用する。

５　公庫が別表第二第三号に掲げる業務（中小企業特定金融機関等（同表
の注⑺に規定する中小企業特定金融機関等をいう。）からの特定中小企
業社債の取得を行う業務に限る。）を行う場合における金融商品取引法
の適用については、当該中小企業特定金融機関等が行う行為は、同法
第二条第八項第九号に規定する有価証券の私募の取扱いに該当するも
のとみなす。

６　次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める規定は、適用
しない。
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一　公庫が貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）第二条第二項に規
定する貸金業者（以下「貸金業者」という。）から主務省令で定める
ところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特定中小企業
貸付債権について特定信託（信託業法（平成十六年法律第百五十四
号）第二条第五項に規定する外国信託業者のうち、同条第六項に規
定する外国信託会社以外の者への信託を除く。）をする場合　貸金業
法第二十四条の規定

二　公庫が主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権（貸金
業者が行う貸付けに係るものに限る。）に係る債務の一部の保証を行
う場合　貸金業法第十六条の二第一項、第十七条第三項から第五項
まで、第二十四条の二並びに第二十四条の六の十第二項（貸金業者
から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。）及び第四項
（貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。）
の規定

【主務大臣】
第 六 十 四 条 2007. 5.25 　この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当

該各号に定める大臣とする。
一　役員及び職員その他管理業務に関する事項　財務大臣、農林水産大
臣及び経済産業大臣

二　第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号及び第二号の中
欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定に
よる別表第二第一号及び第九号に掲げる業務（同表第一号に掲げる
業務にあっては別表第一第一号及び第二号の中欄に掲げる者に係る
業務、別表第二第九号に掲げる業務にあっては別表第一第一号及び
第二号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は同表第一号及び第二
号の中欄に掲げる者に係る別表第二第一号に掲げる業務と密接な関
連を有するものに限る。）並びに同項第五号の規定によるこれらの業
務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定
によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務
及び会計に関する事項　財務大臣

三　第十一条第一項第一号の規定による別表第一第三号から第七号まで
の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規
定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務（同表第一号に掲
げる業務にあっては別表第一第三号から第七号までの中欄に掲げる
者に係る業務、別表第二第九号に掲げる業務にあっては別表第一第
三号から第七号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は同表第
三号から第七号までの中欄に掲げる者に係る別表第二第一号に掲げ
る業務と密接な関連を有するものに限る。）並びに同項第五号の規定
によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同
項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業
務に係る財務及び会計に関する事項　財務大臣及び厚生労働大臣

四　第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号から第十三号ま
での中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の
規定による別表第二第二号及び第九号に掲げる業務（同号に掲げる
業務にあっては、別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる
資金の貸付けの業務又は別表第二第二号に掲げる業務と密接な関連
を有するものに限る。）並びに同項第五号の規定によるこれらの業務
の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定に
よるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及
び会計に関する事項　農林水産大臣及び財務大臣

五　第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十四号及び第十五号
の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務、同項第二号の規定に
よる別表第二第三号から第九号までに掲げる業務（同号に掲げる業
務にあっては、別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業
務又は別表第二第三号から第八号までに掲げる業務と密接な関連を
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� 有するものに限る。）並びに同項第三号に掲げる業務並びに同項第五
号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業
務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並び
にこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項　経済産業大臣及
び財務大臣

六　第十一条第一項第四号に掲げる業務及び同項第五号の規定による当
該業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の
規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る
財務及び会計に関する事項　財務大臣

七　危機対応円滑化業務並びに当該業務に係る財務及び会計に関する事
項　財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣

２　この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

【協議】
第 六 十 五 条 2007. 5.25 　主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなけれ

ばならない。
一　第六条の規定による認可をしようとするとき。
二　第八条ただし書の規定による承認をしようとするとき。
三　第六十一条第三項の規定による認可をしようとするとき。

【内閣総理大臣等への
通知】

第 六 十 六 条 2007. 5.25 　主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を内閣総
理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。
一　第十一条第二項の規定による指定（第十八条第一項の指定の更新を
含む。）

二　第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項の認可
三　第二十条第二項、第二十四条及び第二十六条第一項の規定による命令
四　第二十六条第一項の規定による指定の取消し

２　主務大臣は、第二十五条第一項の規定による届出を受理したときは、
速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知す
るものとする。

第 六 章  罰 　 則
【罰則】

第 六 十 七 条 2007. 5.25 　第二十六条第一項の規定による危機対応業務の停止の命令に違反したと
きは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。

第 六 十 八 条 2007. 5.25 　次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一
年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一　第二十三条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若し
くは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二　第二十四条の規定による命令に違反したとき。
三　第五十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第 六 十 九 条 2007. 5.25 　第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の
懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第 七 十 条 2007. 5.25 　第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
は、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第 七 十 一 条 2007. 5.25 　第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、そ
の違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であ
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るときは、その職務を行うべき社員）、監査役若しくは職員又は受託法人の
役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第 七 十 二 条 2007. 5.25 　法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関
し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰する
ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一　第六十七条　三億円以下の罰金刑
二　第六十八条第一号又は第三号　二億円以下の罰金刑
三　第六十八条第二号又は第七十条　各本条の罰金刑

第 七 十 三 条 2007. 5.25 　次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の取
締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、
百万円以下の過料に処する。
一　この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければなら
ない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二　この法律の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合に
おいて、その届出をしなかったとき。

三　第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四　第四十九条第四項の規定に違反して社債を発行したとき。
五　第五十条第四項の規定に違反して資金の借入れ若しくは社債の発行
をし、又は同条第六項の規定に違反して資金の貸付け、貸付債権の
譲受け、公社債等の取得、債務の保証等若しくは出資をしたとき。

六　第五十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七　第五十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第 七 十 四 条 2007. 5.25 　第五条第一項又は第三項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処
する。

附 　 則 （省　　　略）

（注）制定・改定年月日で（��）で記載されている年月日は、施行日である。また、各条項は、法律第五十七号を基に、国際協力銀行関係の一部改正部分の推移を記載し
た。


